
平
成
三
十
一
年
四
月
十
一
日
提
出

質

問

第

一

三

五

号

刑
事
施
設
に
お
い
て
勤
務
す
る
職
員
に
対
す
る
団
結
権
禁
止
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

逢

坂

誠

二
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刑
事
施
設
に
お
い
て
勤
務
す
る
職
員
に
対
す
る
団
結
権
禁
止
に
関
す
る
質
問
主
意
書

国
家
公
務
員
も
日
本
国
憲
法
第
二
十
八
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る
勤
労
者
で
あ
り
、
当
然
、
同
条
に
基
づ
く
団
結
権
及
び
団
体

行
動
権
が
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
国
家
公
務
員
法
第
九
十
八
条
に
よ
り
争
議
行
為
等
が
禁
止
さ
れ
る
と
と
も
に
、

同
法
第
百
八
条
の
二
第
五
項
に
よ
り
警
察
職
員
及
び
海
上
保
安
庁
又
は
刑
事
施
設
に
お
い
て
勤
務
す
る
職
員
の
団
結
権
が
制
約

さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
我
が
国
は
Ｉ
Ｌ
Ｏ
八
十
七
号
条
約
（
結
社
の
自
由
及
び
団
結
権
保
護
）
、
同
九
十
八
号
条
約
（
団
結
権

及
び
団
体
交
渉
権
）
を
批
准
し
て
お
り
、
昨
年
六
月
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
（
国
際
労
働
機
関
）
第
百
七
回
総
会
に
お
い
て
、
我
が
国
に
お

け
る
八
十
七
号
条
約
の
適
用
状
況
に
つ
い
て
審
査
が
行
わ
れ
た
。
総
会
に
提
出
さ
れ
た
条
約
勧
告
適
用
専
門
家
委
員
会
報
告

は
、
①
刑
務
官
の
な
か
に
は
勤
務
中
の
武
器
の
携
行
を
法
律
で
認
め
ら
れ
て
い
る
者
も
い
る
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
彼
ら
が
警

察
や
軍
隊
の
構
成
員
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
、
②
政
府
に
対
し
、
自
国
の
社
会
的
パ
ー
ト
ナ
ー
や
他
の
関
係
者
と
協
議
し
、
司

法
警
察
の
職
務
を
有
し
な
い
刑
務
官
が
自
ら
選
択
し
て
組
織
を
つ
く
り
、
そ
れ
に
参
加
し
て
職
業
上
の
利
益
を
擁
護
で
き
る
よ

う
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
よ
う
要
請
す
る
、
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
日
本
政
府
が
、
刑
務
官
は
同
条
約
の
適
用
が
免
れ

る
警
察
に
含
ま
れ
る
と
の
認
識
を
繰
り
返
し
表
明
し
、
検
討
す
る
姿
勢
を
一
切
見
せ
て
い
な
い
た
め
、
条
約
勧
告
適
用
専
門
家

委
員
会
は
、
本
年
二
月
の
報
告
に
お
い
て
、
改
め
て
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
年
内
に
報
告
す
る
こ
と
を
日
本
政
府
に
要
請
し

一



て
い
る
。

批
准
し
た
国
際
条
約
を
誠
実
に
遵
守
す
べ
き
こ
と
は
憲
法
第
九
十
八
条
に
も
定
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
刑
事
施
設

に
勤
務
す
る
職
員
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
司
法
警
察
員
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
刑
務
官
以
外
の
職
員
に
は
団
結
権
が
付
与
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
観
点
か
ら
、
こ
れ
に
関
し
て
以
下
の
点
を
明
示
さ
れ
た
い
。

一

日
本
政
府
は
、
刑
務
官
を
警
察
と
同
視
し
て
い
る
が
、
刑
事
施
設
に
は
刑
務
官
以
外
の
職
員
も
勤
務
し
て
お
り
、
刑
務
官

と
い
う
範
疇
に
属
さ
な
い
刑
事
施
設
職
員
の
団
結
権
を
制
約
し
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
、
職
務
遂
行
上
の
実
務
的
必
要
性
及

び
不
可
欠
性
を
含
め
て
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
な
お
、
あ
わ
せ
て
出
入
国
在
留
管
理
庁
に
お
い
て
は
入
国
警
備

官
の
み
が
警
察
と
同
視
さ
れ
る
一
方
、
入
国
審
査
官
等
の
団
結
権
等
は
制
約
さ
れ
て
い
な
い
が
、
刑
事
施
設
と
取
扱
が
異

な
っ
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
も
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

近
年
、
刑
事
施
設
の
運
営
に
つ
い
て
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
手
法
に
よ
る
官
民
協
働
運
営
の
施
設
が
整
備
さ
れ
る
と
と
も
に
、
官
民
協

働
で
は
な
い
一
般
の
刑
務
所
等
に
お
い
て
も
、
施
設
の
警
備
、
収
容
監
視
等
公
権
力
の
行
使
を
含
む
各
種
業
務
の
民
間
委
託

が
幅
広
く
進
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
刑
務
所
の
運
営
に
携
わ
る
民
間
労
働
者
の
労
働
基
本
権
は
何
ら
制
限
さ
れ
て
い
な
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
家
公
務
員
た
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
職
務
内
容
に
関
わ
ら
ず
一
律
に
制
約
し
て
い
る
こ
と
の
実
務
的

二



必
要
性
及
び
不
可
欠
性
を
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

い
わ
ゆ
る
矯
正
施
設
に
は
、
刑
務
所
等
と
少
年
院
等
が
あ
る
が
、
後
者
に
勤
務
す
る
職
員
の
団
結
権
が
制
約
さ
れ
て
い
な

い
理
由
に
つ
い
て
、
適
用
俸
給
表
の
別
以
外
の
観
点
を
含
め
て
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


